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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の蓄電セル（１，２，・・・，ｎ）と電子制御サポーター（３００）とを相互接続
支持物（１０１）によって相互接続したシステムであって、前記複数の蓄電セル（１，２
，・・・，ｎ）は順次直列に接続されて蓄電組立品（２００）を構成しており、前記電子
制御サポーター（３００）は、各蓄電セルのエネルギー状態である電圧を示す電圧測定回
路、および、このエネルギー状態に依存したオン、オフ切り換えを含んだ電流分流回路を
監視するものとして構成されている、システムにおいて、
　前記各蓄電セル（１，２，・・・，ｎ）はそれぞれの最上部に一対の極性端子（５００
）を有し、
　前記相互接続支持物（１０１）は可撓性であって、基板の表面に形成された伝導回路（
８００）を有し、前記相互接続支持物（１０１）には前記極性端子（５００）を保持しな
い箇所（１１７，１２１）と、前記極性端子（５００）を機械的に保持する保持手段を有
する箇所（１１１，１２０，１５０）とが形成されており、
　前記複数の蓄電セル（１，２，・・・，ｎ）の順次直列接続は、隣り合う２つの蓄電セ
ルの極性の異なる前記極性端子（５００）を互いに接続するための導電性接続部品（５４
０）およびバネ素子（５５０）によって行われており、
　また、前記極性端子（５００）は、いずれも、前記相互接続支持物（１０１）における
前記極性端子（５００）を保持しない箇所（１１７，１２１）、または、前記極性端子（
５００）を機械的に保持する前記保持手段を有する箇所（１１１，１２０，１５０）に、
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貫通状態で設けられており、
　前記保持手段が前記極性端子（５００）を機械的に保持することによって、前記極性端
子（５００）と前記電子制御サポーター（３００）とが前記伝導回路（８００）を介して
電気的に接続されており、
　前記伝導回路（８００）は、前記各蓄電セル（１，２，・・・，ｎ）のエネルギー状態
である電圧を示す前記電圧測定回路を備え、前記各蓄電セル（１，２，・・・，ｎ）の各
々が電圧測定回路と接続可能とされており、
　さらに、前記伝導回路（８００）は複数の電流分流回路（１０，２０，・・・，ｎ×１
０）を備え、各電流分流回路（１０，２０，・・・，ｎ×１０）は、前記各蓄電セル（１
，２，・・・，ｎ）の前記一対の極性端子（５００）に接続されて、前記各蓄電セル（１
，２，・・・，ｎ）のバイパス回路として機能するものとして構成されており、前記各電
流分流回路（１０，２０，・・・，ｎ×１０）は、前記各蓄電セル（１，２，・・・，ｎ
）のエネルギー状態に依存したオン、オフの切り換えをする、スイッチ（１３，２３，３
３，・・・）を有し、
　さらに前記各電流分流回路（１０，２０，・・・，ｎ×１０）は、電流制限素子（Ｒ１
，…，Ｒｎ）を含んで設計されており、
　前記複数の電流分流回路のうち電気的に両端にある２つの前記電流分流回路（１０、ｎ
×１０）を除いた前記複数の電流分流回路（２０，３０，・・・，ｎ×１０－１０）にお
いては、電気的に隣り合う２つずつの前記蓄電セル（（２０，３０）（４０，５０）・・
・）がペアを作っており、前記ペアの各々において、前記ペアにおける２つの前記蓄電セ
ルがそれぞれ、第１の蓄電セル及び第２の蓄電セルをなし、前記第１の蓄電セルに接続さ
れた前記電流分流回路が第１の電流分流回路をなし、前記第２の蓄電セルに接続された前
記電流分流回路が第２の電流分流回路をなし、前記第１の電流分流回路における前記スイ
ッチが第１のスイッチをなし、前記第２の電流分流回路における前記スイッチが第２のス
イッチをなしており、
　前記第１の電流分流回路における、前記第１のスイッチの一端と、前記第１及び第２の
蓄電セルの接続中点と、を結ぶ第１の配線が、前記第２の電流分流回路における、前記第
２のスイッチの一端と、前記接続中点と、を結ぶ第２の配線と同一の配線を共用している
、
　システム。
【請求項２】
　前記電流制限素子（Ｒ１，…，Ｒｎ）は、電力損失抵抗であることを特徴とする、請求
項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記電流制限素子（Ｒ１，…，Ｒｎ）は、蓄電セルの正極性端子（５００）と後続の蓄
電セルの負極性端子（５００）に交互に接続されるように設計されていることを特徴とす
る、請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　各蓄電セルに関連した前記電力損失抵抗（Ｒ１，…，Ｒｎ）であって、一定断面の前記
電力損失抵抗（Ｒ１，…，Ｒｎ）の長さは、前記相互接続システム（１００）に対する前
記蓄電セルの位置にかかわらず、全て同一であることを特徴とする、請求項２記載のシス
テム。
【請求項５】
　前記各電流分流回路（１０，２０，・・・，ｎ×１０）および前記電圧測定回
路は、その他のセルに接続されたその他の回路に無関係に動作するように設計されている
ことを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　個々の前記極性端子（５００）に関して、前記保持手段は、相互接続ジャンパ（１１２
，１２２，１５１）によって関節式に連結された相互接続アイレット（１１５，１２３，
１５２）で構成され、前記ジャンパは、前記アイレットを圧力手段の補助具と接触させる
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ねじれによって、環状肩部（５１０）で構成された前記極性端子（５００）に接している
ことを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記相互接続アイレット（１１５，１２３，１５２）の向きは、前記システムの長手方
向の軸（Ｏ，Ｏ′）に関して対称であることを特徴とする、請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記相互接続支持物（１０１）は、ポリエステル型の絶縁基板および導電性アルミニウ
ム表面で構成されることを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　電磁干渉から保護するための手段も含むことを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　電磁干渉から保護するための前記手段は、前記伝導回路（８００）から絶縁されかつ前
記電子制御サポーター（３００）の接地面に電気的に接続された遮蔽層（９１０）で構成
されることを特徴とする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記遮蔽層（９１０）は前記保持手段および前記伝導回路（８００）の前記電子制御サ
ポーター（３００）との接続領域を除いて、前記相互接続支持物（１０１）の全体にわた
って広がっていることを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記蓄電組立品（２００）を形成する蓄電セルは、ニッケル金属水素化物セル、リチウ
ム・イオン・セル、またはリチウムポリマーセルから選ばれたセルであることを特徴とす
る、請求項１記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、エネルギー蓄積組立品の技術に関する。より正確には、本発明は、エ
ネルギー蓄積組立品をこれの健全状態を制御する電子装置サポーターと相互接続するため
のシステムおよび方法に関する。
【０００２】
　本発明は、また、そのような相互接続システムを備えたエネルギー蓄積組立品にも関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　エネルギー蓄積組立品の商業的用途の大部分で、特に自動車用途で要求される必要なエ
ネルギー生成を満たすために、最近、例えばリチウムポリマー技術などの高エネルギー技
術と呼ばれる多くの技術が開発された。
【０００４】
　そのような技術には、エネルギー蓄積組立品の製造業者側での改善、特に、この組立品
を監視するための接続の性能を最適化する分野での改善を必要とする特徴がある。
【０００５】
　現在は、高エネルギー蓄積組立品の典型的な動作方法において、その組立品の構成要素
のエネルギー蓄積セルの１つが、所望のエネルギー・レベルを生成するために接続されて
いるその他のセルの特性と著しく異なる特性を有しているとき、その組立品の充電または
放電中に望ましくない現象が生じることは、よく知られている。
【０００６】
　電圧スパイクまたは過負荷は、欠陥のあるセルが存在することで引き起こされる現象の
例である。これらは、エネルギー蓄積組立品の性能を低下させ、平均寿命を減少させる。
【０００７】
　エネルギー蓄積組立品の従来モデルの一態様によれば、エネルギー蓄積セルを監視し、
かつこれらの現象からエネルギー蓄積セルを保護するために、プログラム可能な電子装置
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サポーターが構造の中に組み込まれる。
【０００８】
　このサポーターは、まず第１に、その組立品の各エネルギー蓄積セルの極性端子にケー
ブル配線された測定回路によって、セルの健全状態についての様々な特性を収集する。
【０００９】
　さらに、このサポーターはセルに接続された電流分流回路を監視し、この電流分流回路
は、その組立品の損傷を防ぐために、予め設定された電圧レベルが超えられたとき電流を
個々のセルの周りにそらす。
【００１０】
　この型の回路に一般に存在する部分的に監視された電子分流部品も、つまり詳細には電
力損失抵抗も、各エネルギー蓄積セルの最上部にケーブル配線されなければならない。
【００１１】
　従来のエネルギー蓄積組立品の製造で通常使用される配線ケーブル・システムは、一般
に複雑である。また、この配線ケーブル・システムは、セルを異なる回路に接続するため
の可撓性をほとんど備えていない。
【００１２】
　さらに、ケーブルの取り付けは、厄介で、高価であり、さらに、どちらかと言えば時間
がかかる。
【００１３】
　このケーブル・システムも電磁干渉に非常に敏感であり、前記電磁干渉は線に沿った伝
導によって伝播し、かつ、前記電磁干渉は、望ましくない現象、例えば、短絡および電気
的干渉を監視サポーターまたは制御サポーターに生じさせる。
【００１４】
一体型電子電力損失部品－その役割は、電流通路に高抵抗を与え、それにより、エネルギ
ー蓄積セルによって出力される電力を制限し、そのセルの中での熱の発生を増大させるこ
とにある－は、放出エネルギー表面密度が非常に高い。これらの密度の回復（リカバリー
：正常な状態に戻すこと）は難しいので、それらはセルを損傷する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、特に、従来技術の欠点を克服することを目的とする。
【００１６】
　本発明の１つの目的は、組立品のエネルギー蓄積セルを、この組立品の健全状態を監視
するために使用される電子装置サポーターと相互接続するためのシステムを提案すること
であり、このシステムは、単純で、撓み可能で、安全で、かつ信頼性のある接続を実現す
る。
【００１７】
　本発明の他の目的は、接続の実効精度を依然として維持しながら、特に３次元において
相当に大きな幾何学的構成の自由度を持った相互接続システムを与えることである。
【００１８】
　エネルギー蓄積組立品を作るとき、コスト、重量およびスペースの点で明らかな節約を
与える相互接続システムを提案することが、また、望ましい。
【００１９】
　本発明の他の目的は、エネルギー蓄積組立品の性能に及ぼす欠陥セルの影響を和らげ、
かつこの組立品での効率のよいエネルギー散逸をもたらす相互接続システムを与えること
である。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　これらの目的は、本発明に従って、エネルギー蓄積組立品を形成するために電気的に接
続されたエネルギー蓄積セルを電子制御サポーターと一緒に相互接続するシステムによっ
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て達成され、前記のエネルギー蓄積セルの各々はその最上部に極性端子を備え、相互接続
システムは、相互接続支持物を含むことを特徴とする、前記のサポーターは導電性表面に
形成された伝導回路を含み、前記の回路は、電子制御サポーターと、それぞれ接続手段を
使用し保持手段を使用して前記回路が接続された極性端子との間に電気接続を形成し、前
記の保持手段は、まず第１に、相互接続支持物の上に極性端子を配置するために、極性端
子上で支持手段と接触するように設計され、さらに、前記の保持手段は、極性端子と伝導
回路の間に直接電気接続を作るように設計されている。
【００２１】
　第１の有利な特徴に従って、相互接続支持物は可撓性である。
【００２２】
　本発明の他の有利な特徴に従って、本システムはエネルギー蓄積セルの各々に関して、
セルのエネルギー状態を示す、オン／オフ切り換えを含んだ各セルの端子の電圧測定回路
と、セルのエネルギー状態に従ったオン／オフ切り換えを含んだ、各セルを通過する電流
の分流回路と、を有するように構成された伝導回路を有し、前記分流回路は、少なくとも
電流制限素子によって決定される。
【００２３】
　本発明の他の有利な特徴に従って、この電流制限素子はエネルギー散逸抵抗である。
【００２４】
　さらに、本発明はまた、複数のエネルギー蓄積セルを相互接続する方法に関し、エネル
ギー蓄積セルは、エネルギー蓄積組立品を形成するように電子制御サポーターと共に電気
的に接続され、前記のエネルギー蓄積セルの各々はその最上部に極性端子を備えており、
本方法は、少なくとも、
　・前記のセルの上に置かれた可撓性相互接続支持物の導電領域に伝導回路を形成するス
テップであって、前記の回路が電子制御サポーターと各セルの極性端子との間の電気接続
を形成するステップと、
　・電子制御サポーターを前記の伝導回路に接続するステップと、
　・相互接続支持物上に極性端子を配置するために極性端子の支持手段を相互接続支持物
の保持手段と接触させるステップと、
　・極性端子の支持手段を相互接続支持物の保持手段に直接電気接続するステップと、に
よって作られる相互接続段階を実施することを特徴とする。
【００２５】
　次の通りである添付の図面に関連して、非限定の例として与えられる以下の説明を読む
とき、本発明はよりはっきり理解され、他の有利点および特徴がよりはっきりしてくるだ
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は、気密封止エンクロージャ２０１を形成する長方形の箱の空の内部に配置された
複数の個々のエネルギー蓄積セル（図に見えない）の配列から形成されたエネルギー蓄積
組立品２００を示す。
【００２７】
　図１において、この容器２０１は、長さに関してはＸＸ’軸に沿って置かれ、高さに関
してはＹＹ’軸に沿って置かれている。
【００２８】
　エネルギー蓄積セル各々は、その最上部に、ＹＹ’軸に垂直なケーシング２０１の上面
２０４にケーシング２０１の外へ突き出た２つの極性端子５００を示し、この面２０４は
長方形の中央開口のある上蓋２０５を備えている。
【００２９】
　われわれは、また、図１に、ＸＸ’軸に垂直なケーシング２０１の側面２０３の１つに
接触して平行に取り付けられた電子制御サポーター３００を見る。このサポーター３００
の役割は組立品２００の健全状態だけでなく、さまざまなエネルギー蓄積セルの健全状態



(6) JP 5666090 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

の監視も行うことである。
【００３０】
　本発明に従った相互接続システム１００は、蓋２０５の開口を覆うようにケーシング２
０１の上面２０４の上に、より正確には、極性端子５００を見せるエネルギー蓄積セルの
最上部に、平らに配置されている。
【００３１】
　この相互接続システム１００は、各セルの極性端子５００の保持手段、電子制御サポー
ター３００に接続するための手段、および図６および７に関連して後で説明される個々の
伝導回路を含む。
【００３２】
　図２に示されるように、相互接続システム１００は、実質的に長方形の薄い板１０１の
形をとる。
【００３３】
　図２において、われわれは、相互接続システム１００に沿って置かれた中心軸ＯＯ’を
定義する。
【００３４】
 板１０１は、電子制御サポーター３００に近い端部において接続領域１４０を延長して
おり、前記接続領域１４０は、電気端末によって、電子制御サポーター３００に接続され
るものである。
【００３５】
　この領域１４０は、板１０１の幅よりも小さな幅の長方形領域１４１によって形成され
、この長方形領域１４１は、軸ＯＯ’から垂直に遠ざかるにつれて板１０１の方に近寄る
領域１４２によって延長されている。この領域１４２は、電気終端を受け入れるように設
計された幅の長方形領域１４３で終わっている。
【００３６】
　相互接続システム１００がケーシング２０１に取り付けられるために、接続領域１４０
は、監視手段３００を含むケーシング２０１の側面２０３にこの目的のために設けられた
スロット２０２の中に滑り込み、サポーター３００に接続されるために側面２０３の上に
平に配置されている。（図１参照）
【００３７】
　したがって、ケーシング２０１の上面２０４の上に平に配置された板１０１と接続領域
１４０は、監視手段３００に近い端部１０２に存在する肘形部の２つの直角を成す部分を
形成している。
【００３８】
　さらに、本発明の一態様に従って、相互接続システム１００は、エネルギー蓄積セルの
極性端子５００の上に相互接続システム１００を保持するための手段１１０、１２０およ
び１５０を形成する或る数の切抜きと、エネルギー蓄積組立品２００の加熱板４００を受
け入れるための取付け部品１３０とを含む。
【００３９】
　極性端子５００の上にシステム１００を保持するための手段１１０、１２０および１５
０を形成する切抜きは、選択的なやり方で配置され、極性端子５００がエネルギー蓄積組
立品２００のケーシング２０１の上面２０４から相互接続システム１００の外の外部に突
き出ることができるようにする。
【００４０】
　本発明の好ましい実施形態では、これらの切抜きの特質は、それが監視手段に近い端部
１０２に位置しているか、その反対側の端部１０４に位置しているか、相互接続システム
１００の中央領域１０５に位置しているかに従って異なる。
【００４１】
　しかし一般に、保持手段１１０、１２０および１５０用に意図された全ての切抜きに関
して、これらの切抜きの各々の間の軸ＯＯ’に沿った距離およびこの軸に対して垂直な距
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離は、個々のエネルギー蓄積セルの極性端子５００間の距離およびセルの幅にそれぞれ対
応している。
【００４２】
　さらに、切抜きの列は軸ＯＯ’の方向およびこの軸に垂直な方向に整列されており、こ
れは組立品２００のケーシング２０１中のエネルギー蓄積セルの整列に対応している。
【００４３】
　さらに、切抜きは、中心軸ＯＯ’に関して対称に構成されている。
【００４４】
　より正確には、相互接続システム１００の端部から離れて存在する保持手段１１０は、
中心垂直面（Ｂ）と中心軸ＯＯ’の交点（Ａ）に関して対称であり、保持手段１１０はこ
の面（Ｂ）のどちらの側にも位置している。
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態に従って、保持手段は、長方形の切抜き１１０の形をとり、
その切抜き１１０の２つの相対する辺１１８、１１８’は凸状円弧の形であり、他の２つ
１１９、１１９’は、相互接続システム１００に沿って等しく、かつ平行な直線である。
【００４６】
　この切抜き１１０は、それの長さの中心で、２つの異なるセルの２つの極性端子５００
に対応するように意図された２つの部分１１１と１１７に分けられる。
【００４７】
　これらの部分の１つ１１７は何も無いが、他方の部分１１１は、接続用アイレット１１
５によって延長された接続ジャンパ１１２を含む。
【００４８】
　このジャンパ１１２は肘の形をとり、その肘形部分のうちの一方１１３は中心軸ＯＯ’
に対して垂直で、切抜き１１０の長さの中間で相互接続支持物１０１に接続されており、
他方の部分１１４は、肘形ジャンパ１１２の内角の方に開いた開き角１１６を有する円弧
１１５の形をして辺１１８に向かって延長されている。
【００４９】
　さらに、監視手段３００から離れた端部１０４に、２つの型の切抜き１５０および１５
５が、板１０１の幅にわたって交互に位置している。より正確には、軸ＯＯ’の一方の側
に２つの切抜き１５０が位置し、一方で、他方の側では、軸ＯＯ’の近くに位置する切抜
き１５５に続いて、外の方に切抜き１５０がある。
【００５０】
　板１０１の外部の方に開いた円弧１５４の形をした第１の型の切抜き１５０は、中心軸
ＯＯ’に対して垂直で、かつ相互接続支持物１０１の端部１０４で相互接続支持物１０１
に接続された直線接続ジャンパ１５１を含む。
【００５１】
　切抜き１５０の何も無いスペースに面した開き角１５３を有する円弧の形をしたアイレ
ット１５２によって、ジャンパ１５１は延ばされている。
【００５２】
　第２の型の切抜き１５５は、相互接続板１０１の外部の方に開いた何も無い円弧１５６
である。
【００５３】
　監視手段に近い端部１０２では、接続領域１４０の近くに、２つの型の切抜き１２０お
よび１２１が、また、交互に位置している。より正確には、一対の切抜き１２０および１
２１が軸ＯＯ’の各側に位置し、切抜き１２１が軸ＯＯ’に近く配置されている。
【００５４】
　第１の型の切抜き１２０は、反対側の端部１０４と同じようにジャンパ１２２および相
互接続アイレット１２３を含み、唯一の差は、本質的にこの側で板１０１が狭いために、
監視手段３００に近い端部１０２でジャンパ１２２がより短いことである。
【００５５】
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　第２の切抜き１２１は、円形のものである。
【００５６】
　有利なことには、異なる切抜き１１０、１２０および１５０の接続ジャンパの特定の形
は、相互接続システム１００の回路の伝導トラックに対応するように意図された板１０１
の面積の上に、できるだけ重なり合わないで最大限の長さを得るように選ばれた。
【００５７】
　さらに、ジャンパの長さは、意図された極性端子５００に面するアイレット１１５の開
口を生じさせるために、ねじってジャンパを変形させることを可能にするが、このことは
図３、４および５に関連して後で説明される。
【００５８】
　さらに、中心軸ＯＯ’に関する切抜きの、より詳細には接続ジャンパの全体的な対称性
は、ジャンパが発生する力の観点から相互接続支持物１０１の釣り合いを可能にする。実
際に、ジャンパの弾性作用のために、ジャンパは、それが接続されることになる極性端子
５００から相互接続アイレット１１５、１２３および１５２を遠ざける傾向がある。
【００５９】
　有利なやり方では、システム１００の端から遠く離れて存在する保持手段１１０のアイ
レット１１５は、相互接続システム１００の縁部に位置するアイレット１５２および１２
３のものと同じ長さである肘形ジャンパ１１２を有しているが、一方では、依然としてセ
ルの端子５００の通り抜けのために切り抜かれた板１０１の何も無い部分１１７を越えな
いし、さらに端子５００の通り抜けを妨げない。アイレットの全体的な向きはシステム１
００の中心軸に関して対称になっている。
【００６０】
　さらに、相互接続システム１００は、エネルギー蓄積組立品２００の加熱板４００の収
容取付け部品１３０を含む。
【００６１】
　収容取付け部品１３０は、複数の細い長方形の切抜き１３１の形をとり、この切抜きの
２つの相対する辺１３２および１３３は凸状円弧の形であり、他の２つ１３１および１３
５は、相互接続システム１００に沿って等しくかつ平行な直線である。収容取付け部品１
３０は、好ましくは、相互接続システム１００の中心領域１０５の中心軸ＯＯ’に対して
平行に配置される。
【００６２】
　保持手段１１０、１２０および１５０および収容取付け部品１３０の多種多様な構成は
、セルの極性端子５００に機械的電気的に接続するというそれらの役割を最適化するため
に、しかしまた、相互接続システム１００の伝導回路に専用のスペースまたは再びシステ
ム１００の製造条件を最適化するために、相互接続支持物１０１の表面に設計されてもよ
い。
【００６３】
　さらに、切抜きの数、面積、形状、特質、および向きは、多くの実施変形物の主題であ
る。これらは、添付の図に特定の例示に限定されない。
【００６４】
　相互接続支持物１００を組立品２００のエネルギー蓄積セルの極性端子５００と組み立
てることは、これから、図３、４および５に関連して説明される。
【００６５】
　図３に表された個々のセルの極性端子５００は、円柱５１３の形をとり、この円柱５１
３の役割は、電気化学素子が配置されたセルの内部から外部への電気伝導を実現すること
である。図に示されたこの円柱５１３は、実際は、相互接続支持物１０１に対して垂直に
配置された極性端子５００の主軸５１３である。
【００６６】
　この円柱５１３は、より大きな直径の２つの環状肩部５１０および５１５によって広げ
られ、下の肩部５１５は円柱５１３の下端部に存在し、上の肩部５１０は円柱５１３の上
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端部に存在している。
【００６７】
　これらの肩部の内側面５１２および５１８によって、これらの肩部は、環状チャネル５
２０のブランチを形成している。
【００６８】
　さらに、円柱５１３の下端部では、下の肩部５１５は、同軸の正方形プレス加工部５１
４をそれの内面５１８の上に載せており、この正方形プレス加工部５１４は、極性端子５
００をセルの上に固定するために使用される。
【００６９】
　このプレス加工部５１４は、半径方向で外側に向かって動くにつれて下の肩部５１５の
方に近寄る表面で形成された面取り部５１７によって終わっている。この面取り部５１７
はクランプ・ツールが極性端子５００をしっかり掴むのを容易にするために使用される。
【００７０】
　下の肩部５１５は、また、外側の面５１９がより小さな直径の第２の同軸円柱５１６に
よって延長され、この第２の同軸円柱５１６は、エネルギー蓄積セル（図に示されない）
の中に存在する電気化学素子との直接電気接続の役割をする。
【００７１】
　図３に示されているように監視手段３００から最も遠く離れた端部１０４に位置する切
抜き１５０を考えよう。相互接続アイレット１５２は、２つの肩部５１０および５１５に
よって形成されたチャネル５２０の中に横から滑り込む。
【００７２】
　より正確には、アイレット１５２の上面１５７が、極性端子５００の上の肩部５１０の
下部分５１２に接触することできるようにするために、アイレット１５２の開き角１５３
は、前述のチャネル５２０のレベルで軸５１３のまわりに相補的なやり方で係合する。
【００７３】
　アイレット１５２の開き角１５３は、軸５１３の定められた位置にアイレット１５２を
捕らえるように設計されている。
【００７４】
　しかし、極性端子５００の上の肩部５１０の下部分５１１と相互接続支持物１０１の相
互接続アイレット１５２の上面１５７との間には高さの差がある。
【００７５】
　これらを互いに接触させるために、高さの差は、ねじることによって変形する相互接続
ジャンパ１５１によって補償される。ジャンパ１５１の長さは、依然としてアイレット１
５２を極性端子５００に位置合わせすることを可能にしながら、アイレット１５２と支持
物１０１の高さの差を処理するために使用される。
【００７６】
　さらに、セルの極性端子５００によって相互接続システム１００に接続されたセルは、
互いに接続され、より正確には、図１に示されるように直列に接続される。
【００７７】
　電気化学セルを電気的に接続するために使用される電力接続システムの例が、図４およ
び５に示されている。
【００７８】
　このシステムは一対の電気化学セルの２つの極性端子５００を直列に接続するために、
電気伝導部品５４０ならびに２つのバネ素子５５０を含む。
【００７９】
　図４に示されるように、個々のセルの極性端子５００は、実質的に長方形の母線５４０
によって、隣接したセル（図示されない）の極性端子５００に連結される。
【００８０】
　母線５４０の一方の端部５４３は、上の肩部５１０の上面５１１上に、極性端子５００
の軸５１３に対して垂直に、平に位置付けされる。
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【００８１】
　この端部５４３に、母線５４０は、極性端子５００の軸５１３の中心に来るように位置
決めされた正方形の切抜き５４１を有し、この正方形の切抜き５４１は、まず第１に極性
端子５００と母線５４０の間の接触、次に極性端子５００とアイレット１５２の間の接触
を生じさせるバネ素子５５０を取り付けるための位置決め点として作用する。
【００８２】
　正方形の切抜き５４１の両側に、この母線５４０は、また、母線５４０の各長手方向側
面にあるＵ字状チャネル５４２、５４４をこの端部５４３に含んでいる。これらのチャネ
ル・ブランチは、母線の幅よりも小さい幅の肩部５４５の存在によって形成され、母線５
４０の幅と同一の幅の第２の肩部５４６によって延長されている。
【００８３】
　相対するチャネル５４２、５４４の長さは、同一であり、極性端子５００の直径に実質
的に対応している。
【００８４】
　これらのチャネル５４２、５４４は、極性端子５００と母線５４０の間の接触子の役割
をする部品（図に示されていない）が母線５４０上に固着することができるようにする。
【００８５】
　この母線５４０は、好ましくは薄い銅で作られる。
【００８６】
　バネ素子５５０は、クリップ５５０で構成される。このクリップ５５０は、軸５１３に
対して垂直に横から滑ることによって、相互接続アイレット１５２、極性端子５００の上
の肩部５１０、接触部品および母線５４０で構成されたスタックを確実に接触させ、この
組立品に固着する。このクリップ５５０は、Ｕ字状断面の部品の形をとり、この部品の２
つの上部５５１および下部５５２ブランチは、それぞれ、母線５４０の上面と、および上
の肩部５１０の下面５１２に接触した相互接続アイレット１５２と、組み立てられるよう
に設計されている。
【００８７】
　バネ素子５５０の下部ブランチ５５２は、その長さにわたって、２つの同一の腕金５５
３、５５４に分割され、この分割は、クリップ５５０の中間部分で軸５１３に対して垂直
に延びている。
【００８８】
　２つの下部腕金５５３、５５４は、相互接続アイレット１５２の下面１５８と接触し、
上部ブランチ５５１は、母線５４０の上面と接触する。
【００８９】
　図５に示されるように、アイレット１５２は、クリップ５５０の下部腕金５５３および
５５４によって、端子５００の上の肩部５１０の内面５１２に接触した状態にさせられる
。
【００９０】
　さらに、バネ素子５５０は、それの上部ブランチ５５１に、正方形の固着ラグ５５５を
含み、このラグ５５５は、取付け部品に対するデバイス５５０の適正な位置付けを示すた
めに使用される。滑り動作中に、このラグ５５５は、母線５４０の正方形に切抜き５４１
の中に滑り込み、エネルギー蓄積組立品２００によって経験される機械応力によってクリ
ップ５５０が極性端子５００から外れるのを防止するために使用される。
【００９１】
　バネ素子５５０は、連続した圧縮力をエネルギー蓄積セルに加えるために使用される。
【００９２】
　エネルギー蓄積セル間の電力接続システムの特質は、多くの実施変形物の主題であるこ
とがある。電力接続システムは、前述の図３、４および５で特定の例示に限定されてはな
らない。
【００９３】
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　図６および７は、相互接続システム１００の板１０１の導電領域に形成された伝導プリ
ント回路８００の電気図を与え、このプリント回路８００は、エネルギー蓄積組立品２０
０を、それの健全状態を監視する手段３００に接続するために使用される。
【００９４】
　本発明に従って、相互接続支持物１０１は、導電材料のシートがその上に堆積された絶
縁基板を含む。
【００９５】
　このシートは、それ自体は知られているやり方で、相互接続システム１００の伝導回路
８００の電気トラックを実現するように処理される。
【００９６】
　支持物１０１は、好ましくは、ポリエステル型の絶縁基板上のアルミニウムの薄いシー
トで構成されている。
【００９７】
　絶縁基板の特質および伝導シートの特質は多くの実施変形物の主題であることがある。
特に、伝導領域は、銅のシートで構成されてもよい。
【００９８】
　さらに、本発明に従って、相互接続システム１００は可撓性である。このことにより、
前述の図に示されるように、保持手段１１０、１２０および１５０の接続ジャンパをねじ
ることおよび相互接続システム１００の３次元の構成が可能になる。
【００９９】
　ここで図６を参照すると、一組のｎ個のエネルギー蓄積セルが直列に接続されて示され
ている。
【０１００】
本発明に従って、各セル１からｎは、回路１０からｎ０にそれぞれ接続されており、回路
１０からｎ０は、個々のセルのエネルギー状態を示すオン／オフ切り換えを含んだ電圧測
定回路、および、このエネルギー状態に依存したオン／オフ切り換えを含んだ各セルを通
過する電流の分流回路、を意図するように構成されている。
【０１０１】
　個々のエネルギー蓄積セル２に関して、分流回路２０は、セル２に並列に接続されてい
る。導体２１は、セル２の極性端子２ａから始まる電流分流回路を形成し、エネルギー蓄
積組立品２００の監視手段３００につながり、エネルギー蓄積組立品２００の中でオン／
オフ切り換え手段２３に接続されている。
【０１０２】
　このオン／オフ切り換え手段２３は、また、セル２の他方の極性端子２ｂに至る電流戻
り経路を形成する第２のトラック２２に接続されている。
【０１０３】
　オン／オフ切り換え手段２３は、好ましくは、スイッチである。
【０１０４】
　オン／オフ切り換え手段１３からｎ３の存在によって、各分流回路１０からｎ０は、そ
の他のセルに接続されたその他の回路に無関係に動作することができるようになる。
【０１０５】
　有利なやり方では、オン／オフ切り換え手段１３からｎ３は、測定されるべきセルと、
測定されるべきセルに隣接した２つのセルのうちの少なくとも１つとを電気的に分離する
ように設計されている。
【０１０６】
　好ましいやり方では、オン／オフ切り換え手段１３からｎ３は測定されるべきセルと、
測定されるべきセルに隣接した２つのセルの各々とを電気的に分離するように設計されて
いる。
【０１０７】
　したがって、各分流回路ｎ０の全てまたは一部は、対応するセルの測定回路として使用
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され、また逆に、セルの測定回路は、隣接したセルの分流回路ｎ０の全てまたは一部を使
用する。このことは、支持物１０１上に存在する導体の数を限定し、かつ存在する導体の
線引きおよび形状を合理化するために使用される。
【０１０８】
　さらに、本発明に従って、各電流分流回路ｎ０は、電流制限器の役割をする少なくとも
電気抵抗性かつ熱伝導性の素子Ｒｎを含む。
【０１０９】
　この素子Ｒｎは、好ましくは、エネルギー散逸抵抗である。
【０１１０】
　したがって、図６を参照すると、分流回路２０のオン／オフ切り換え手段２３は、伝導
状態と非伝導状態の間で変化し、伝導状態であるとき、対応するエネルギー蓄積セル２を
流れる電流の一部を組立品２００の損失抵抗にそらす。
【０１１１】
　本発明の好ましい実施形態に従って、相互接続支持物１０１の伝導領域に構成されるべ
き導体の数を制限するために、分流回路１０からｎ０の経路設定は、電気抵抗性で熱伝導
性の素子Ｒｎをエネルギー蓄積セルの正極性端子と後続のエネルギー蓄積セルの負端子に
交互に接続するように決定される。
【０１１２】
　このことは、また、分流回路１０からｎ０の第２のトラック（電流戻りトラック）１２
からｎ２にも適用される。
【０１１３】
　さらに、各セル１からｎが組立品２００のその他のセルと直列に接続され、さらに相互
接続支持物１０１に接続されている場合、ある電圧レベルが生成され、エネルギー蓄積組
立品２００の健全状態を監視する手段３００によって測定されることがある。
【０１１４】
　本発明の一態様に従って、組立品２００のエネルギー蓄積セル１からｎの各々の電圧測
定回路は、伝導回路８００に集積化される。
【０１１５】
　本発明の好ましい実施形態では、これらの電圧測定回路は、前述の分流回路１０からｎ
０と同一である。
【０１１６】
　しかし、分流回路１０からｎ０のうちのいくらかは、それらが既に行われた測定と重複
する測定を与えることが分ったとき、電圧測定に使用されない。したがって、全てのエネ
ルギー蓄積セルの監視を達成するために監視手段３００の測定回路の数を減らすことがで
きる。
【０１１７】
　例えば、図６を参照すると、エネルギー蓄積セル１に関して、分流回路１０を形成する
伝導トラック１１および１２は、この特定のセル１の測定経路Ｖ１を形成する伝導トラッ
クに対応する。
【０１１８】
　蓄積セル２に関して、この特定のセル２の測定経路は、トラック１１および２２に対応
する。
【０１１９】
　電位検出線１１および２２は、セル２の両側で、組立品２００の健全状態を監視する手
段３００に存在する電圧検出回路に延びている。
【０１２０】
　ある特定の精度で電圧の測定を行うために、非伝導状態に関係した分流回路２０を制御
するオン／オフ切り換え手段２３だけでなく、Ｖ２の測定回路と共通の導体（１１および
２２）を有する隣接した分流回路を活動化する手段（１３および３３）も配置することが
必要である。
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【０１２１】
　同様に、セル３の測定を行うために、トラック（２２および３１）の全電流を阻止し、
したがって活動化手段２３および４３を非伝導状態に置くことが必要であろう。
【０１２２】
　分流回路を非伝導状態に置くことは、その目的として、電流の通過によって伝導トラッ
クに生じる電圧降下に対処することを有し、この電圧降下は、測定されるべき電圧値に追
加され、測定をゆがめるかもしれない。
【０１２３】
　本発明に従った相互接続システム１００のために構成された電気回路８００の異なる電
位測定線の例が、１２個のエネルギー蓄積セルの組立品２００について、図７に表されて
いる。
【０１２４】
　線Ｖｎ＋およびＶｎ－は、エネルギー蓄積セルの正極性端子５００および負極性端子５
００のレベルで測定された電位をそれぞれ表す。
【０１２５】
　さらに、線ＣＰＣ１からＣＰＣ１２は、エネルギー蓄積セル１から１２の電力損失抵抗
を含んだ伝導トラックのレベルで測定された電位をそれぞれ表す。
【０１２６】
　好ましくは、電圧測定を行うために、スイッチ１３からｎ３は、個々のエネルギー蓄積
セルの各対のトラック（Ｖｎ、ＣＰＣｎ）の間にケーブル配線される。
【０１２７】
　相互接続支持物１０１の導電領域は、図６および７に関連した前述の伝導プリント回路
８００を与えるために処理される。
【０１２８】
　有利なことには、伝導プリント回路８００とエネルギー蓄積セルの極性端子５００との
間の電気接触は、半田付け／溶接、蝋付けまたは接着によって、それ自体は知られている
やり方で生成される。
【０１２９】
　より正確には、図３に示されるような個々の極性端子５００に関して、蝋付け、半田付
けまたは接着された接触は、伝導回路８００の一部をその露出した表面領域１５７に現す
切抜き１５０の相互接続アイレット１５２に、極性端子５００の上の肩部５１０の内面５
１２を接触させることによって実現される。
【０１３０】
　本発明の好ましい実施形態に従って、各分流／測定回路１０からｎ０の伝導トラックは
セルの極性端子５００を受け入れるように意図された各切抜き１１０、１２０および１５
０から、長手方向に相互接続支持物１０１の長さに沿って、監視手段３００に近い端部１
０２まで延びるように構成されている。
【０１３１】
　この端部１０２で、これらの伝導トラックは、必要な経路の数を含む電気終端に接続さ
れ、この電気終端それ自体は知られている。
【０１３２】
　この電気終端は、好ましくは、相互接続支持物１０１に圧着または半田付けされるコネ
クタ９３０である。
【０１３３】
　このコネクタ９３０は、伝導プリント回路８００を、ステープル型の接触子を含む接続
領域９４０を介して監視手段３００の接続ソケットに接続する。
【０１３４】
　さらに、有利なことには、ただ１つの同じ相互接続アイレットは、互いに接続された隣
接したセルの端子から来る、または始まるトラック全てを接続するために使用され、した
がって、同じ電位の点を生成する。
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【０１３５】
　さらに、電気抵抗性で熱伝導性の電流制限素子Ｒｎの存在によって決定される伝導トラ
ックは、定められた抵抗を持たなければならない。
【０１３６】
　このために、伝導トラックを経路設定する規則に従って、われわれは、われわれが求め
る抵抗率に適したトラック長／幅の対を選ぶ。
【０１３７】
　本発明の他の態様に従って、電力損失抵抗Ｒｎは、伝導回路８００の電流トラック、よ
り正確には各セル１０からｎ０の測定分流回路の電流トラックで構成され、前記の抵抗Ｒ
ｎの値は、バイパスされるべきセルの端子と監視されるべきシステム３００の間の対応す
るトラックの経路設定抵抗で構成される。
【０１３８】
　各セルに関連した一定断面の電力損失抵抗Ｒｎの長さは、相互接続システム１００に対
するセルの位置付けがどうであろうとも、全て同一であるように選ばれる。
【０１３９】
　抵抗素子Ｒ１からＲｎを伝導回路８００の中に集積化することは、相互接続システム１
００の支持物１０１での熱の放散を引き起こす。
【０１４０】
　本発明の一態様に従って、過度に高い表面エネルギー密度を回避し、かつエネルギー蓄
積組立品２００の温度一様性の釣り合いを過度に失わせないために、抵抗性トラックのレ
イアウトは、相互接続支持物１０１の全面積に適切に広がるように最適化される。
【０１４１】
　さらに、各抵抗の熱放散を相互接続システム１００の全てにわたって分散させるため、
トラックの経路設定断面はトラックの長さ全てにわたって一定であるように選ばれる。
【０１４２】
　さらに、バイパスされるセル以外の全てのセルで散逸されるエネルギーを最適に分散さ
せるために、あるセルに関連する損失抵抗Ｒ１からＲｎは、隣接したセルの手前で最大に
延びる。
【０１４３】
　エネルギー蓄積セルによるこれらの構成によってリカバリーつまり正常な状態とされた
エネルギーは、エネルギー蓄積組立品２００の温度の維持に寄与する。したがって、有利
なことには、組立品２００の温度調節用の加熱板で消費されるエネルギーは減少する。
【０１４４】
　また、明記されることであるが、第２のトラック（戻りトラック）は、監視されるべき
システム３００の働きによって固定される閾値よりも小さな最大値を持たなければならな
いので、各戻りトラックの抵抗の値を最小限にするために、前記の戻りトラックは、相互
接続支持物１０１の寸法を考慮に入れて、できるだけ大きな断面で、かつ接続されたセル
の端子と監視されるべきシステム３００の間でできるだけ短く、かつできるだけ真っ直ぐ
な経路で作られる。
【０１４５】
　最後に、本発明の好ましい実施形態に従って、相互接続システム１００は、また、熱結
合を最適化するために、セルの最上部にある厚さの弾性材料を押し付けて接着または保持
される。
【０１４６】
　この材料は、好ましくは、エラストマまたは多孔性のものである。
【０１４７】
　本発明の一実施変形物は、相互接続支持物１０１の伝導領域が導体の幅と長さの間の妥
協を実現するのに十分でない場合、伝導トラックの断面に関して最良の妥協を得るため、
伝導領域の厚さを増すか減らすことを提案する。
【０１４８】
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　本発明の他の態様に従って、相互接続システム１００は、また、伝導プリント回路８０
０を電磁干渉から保護するための遮壁９１０を含む。
【０１４９】
　本発明に従って、この遮壁９１０は、図８に示されるように、絶縁層９００によって伝
導プリント回路８００から隔てられた伝導材料層である。
【０１５０】
　好ましい実施変形物では、遮蔽層９１０は、保持手段１１０、１２０および１５０、お
よび伝導回路８００を電子制御サポーター３００に接続するための領域９４０を除いて、
相互接続支持物１００の全体を覆うことがある。
【０１５１】
　図７に戻ると、この遮壁層は、電位Ｖｓｓであり、監視手段３００に近い端部１０２の
近くで、コネクタ９３０によって監視手段３００の接地面に電気的に接続されている。
【０１５２】
　本発明の実施変形物は、両面構造またはそれどころか多層構造である相互接続支持物１
０１を示す相互接続システム１００に関する。
【０１５３】
　多層相互接続支持物１０１の限定しない例は、各々がそれぞれ伝導抵抗性トラック、遮
壁および第２のトラック（電流戻りトラック）を含むように構成された３つの伝導層を有
するかもしれない。
【０１５４】
　層の配列、特質、数は、多くの実施変形物の主題である。特に、人は、エネルギー蓄積
組立品２００の加熱抵抗用の電力供給を行う余分な層を追加することに言及するかもしれ
ない。
【０１５５】
　他の実施変形物は、電子部品、より詳細にはＣＭＳ型の部品を取り付けるために意図さ
れた領域が相互接続支持物上に存在することを提案する。
【０１５６】
　本発明に従った相互接続システム１００を備えるエネルギー蓄積組立品２００の典型的
な動作モードでは、直列に接続されかつ相互接続システム１００で相互接続されたエネル
ギー蓄積セルは、エネルギーを消費する素子に与えられる負荷電流を生成する。
【０１５７】
　正常な条件では、監視手段３００によって試験される分流回路１０からｎ０の各々は、
接続されたセルを流れる電流の通過を妨害しないように非活動状態のままである。
【０１５８】
　定められた設定値レベルに達した特定のエネルギー蓄積セルｎの電圧の測定に応じて、
このセルｎに専用の分流回路ｎ０はオンに切り換えられ、負荷電流は、欠陥のあるセルｎ
を、それの電圧が下がるまでバイパスして、その他のエネルギー蓄積セルを通って伝導さ
れる。この分流は、相互接続システム１００の全面積にわたってエネルギーを散逸する。
【０１５９】
　当業者は、最新技術の知られたデバイスに関連して、どんな高エネルギー電池技術にも
簡単で、確実で、かつ効率のよいやり方で使用することができる相互接続システムの長所
を認めるであろう。限定しない例として、リチウムポリマー技術、ニッケル金属水素化物
技術、または、確かにリチウムイオン技術に言及することができる。
【０１６０】
　さらに、本発明に従った相互接続システム１００は、依然として正確な電気接続を提案
しながら、このシステム１００がその構成を意図されたエネルギー蓄積組立品２００に適
応させることできるようにする可撓性を含む。
【０１６１】
　最後に、本発明に従った相互接続システム１００は、まず第１に欠陥のあるセルの存在
した状態で電流の効率のよい分流を可能にし、かつ次にエネルギー蓄積組立品２００の温
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度調節を改善する非一体型電力損失抵抗Ｒ１からＲｎを有するという有利点を提供する。
【０１６２】
　もちろん、本発明は、つい今しがた説明されたばかりの特定の実施方法に限定されず、
本発明の精神に合致するどんな変形物にも及ぶ。特に、本発明は、添付の図面に限定され
ない。先行する段落で例示された特定の参照は、本発明の限定しない例である。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】本発明に従った相互接続システムを備えるエネルギー蓄積組立品を示す遠近法に
よる図である。
【図２】本発明に従った相互接続システムを示す遠近法による図である。
【図３】本発明の相互接続システムを有する個々のエネルギー蓄積セルの極性端子の組み
立てを示す側面図である。
【図４】電力接続手段によったエネルギー蓄積セルの極性端子の直列組み立てを示す遠近
法による部分図である。
【図５】電力接続システムに組み立てられた個々のエネルギー蓄積セルの極性端子を示す
遠近法による図である。
【図６】本発明に従った相互接続システムの電気回路の部分を示す図である。
【図７】本発明に従った相互接続システムの伝導回路の電位測定点および電力損失抵抗を
示す図である。
【図８】電子制御サポーターを有する本発明に従った相互接続システムの接続領域を示す
模式図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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